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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビルに設置された空気調和機の運転制御をおこなうとともに、前記空気調和機の運転状
態を監視し、ネットワークを介して接続されているクライアント端末に対し前記空気調和
機の運転状態情報を提供する空調制御監視装置であって、
　前記空気調和機の運転計画データを格納する運転計画記憶手段と、
　前記運転計画記憶手段に格納されている前記運転計画データに基づいて、ＨＴＭＬ言語
により作成されたスケジュール画面データを作成する画面データ作成手段と、
　前記画面データ作成手段によって作成された前記スケジュール画面データをＷＥＢブラ
ウザが搭載された前記クライアント端末へ送信する送信手段と、を具備し、
　前記スケジュール画面データは、
　時刻目盛りを定義する時刻目盛りＨＴＭＬテーブルデータと、
　前記時間目盛り毎の複数の要素それぞれに対して運転計画データの運転種別または設定
温度に応じた色を設定するスケジュール用ＨＴＭＬテーブルデータと、
を備えることを特徴とする空調制御監視装置。
【請求項２】
　ビルに設置された空気調和機の運転制御をおこなうとともに、前記空気調和機の運転状
態を監視し、ネットワークを介して接続されているクライアント端末に対し前記空気調和
機の運転状態情報を提供する空調制御監視装置であって、
　前記空気調和機の運転計画データを格納する運転計画記憶手段と、
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　前記空気調和機の運転履歴データを格納する運転履歴記憶手段と、
　前記運転計画記憶手段と、前記運転履歴記憶手段とを参照し、基準時刻を挟む運転履歴
と運転計画とを前記クライアント端末に表示させる表示制御情報を前記運転計画データと
前記運転履歴データとに基づき生成する画面データ作成手段と、
　前記画面データ作成手段によって作成された表示制御情報を前記クライアント端末へ送
信する送信手段と、を具備し、
　前記表示制御情報は、
　時刻目盛りを定義する時刻目盛りＨＴＭＬテーブルデータと、
　前記時間目盛り毎の複数の要素それぞれに対して運転計画データ及び運転履歴データの
運転種別または設定温度に応じた色を設定するスケジュール用ＨＴＭＬテーブルデータと
、
を備えることを特徴とする空調制御監視装置。
【請求項３】
　前記時刻目盛りＨＴＭＬテーブルデータには１時間毎の時間目盛りが定義され、
　前記スケジュール用ＨＴＭＬテーブルデータはそれぞれ１時間の運転計画に対応する２
４個のテーブルセルを備え、該テーブルセルは６つの要素から構成され、該テーブルセル
は１０分刻みで運転種別または設定温度に応じた色を表示すること、
を特徴とする請求項１または請求項２に記載の空調制御監視装置。
【請求項４】
　前記運転計画記憶手段に格納されている前記運転計画データに基づいて、前記空気調和
機の運転制御を行うことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか１項に記載された空
調制御監視装置。
【請求項５】
　前記運転計画記憶手段に格納されている前記運転計画データは、前記クライアント端末
から受信した運転計画情報に基づいて作成されることを特徴とする請求項１～請求項４の
いずれか１項に記載された空調制御監視装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載された空調制御監視装置と、
　ＷＥＢブラウザを備えたクライアント端末と
を備えることを特徴とするビル管理システム。
【請求項７】
　ビルに設置された空気調和機の運転制御をおこなうとともに、前記空気調和機の運転状
態を監視し、ネットワークを介して接続されているクライアント端末に対し前記空気調和
機の運転状態情報を提供する空調制御監視方法であって、
　前記空気調和機の運転計画データを格納する運転計画記憶ステップと、
　前記運転計画記憶手段に格納されている前記運転計画データに基づいて、ＨＴＭＬ言語
により作成されたスケジュール画面データを作成する画面データ作成ステップと、
　前記画面データ作成手段によって作成された前記スケジュール画面データをＷＥＢブラ
ウザが搭載された前記クライアント端末へ送信する送信ステップと、を具備し、
　前記スケジュール画面データが、
　時刻目盛りを定義する時刻目盛りＨＴＭＬテーブルデータと、
　前記時間目盛り毎の複数の要素それぞれに対して運転計画データの運転種別または設定
温度に応じた色を設定するスケジュール用ＨＴＭＬテーブルデータと、を備え、
　前記スケジュール画面データに基づいて、前記時間目盛毎に運転計画データやの運転種
別または設定温度に応じた色を前記クライアント端末に表示させることを特徴とする空調
制御監視方法。
【請求項８】
　ビルに設置された空気調和機の運転制御をおこなうとともに、前記空気調和機の運転状
態を監視し、ネットワークを介して接続されているクライアント端末に対し前記空気調和
機の運転状態情報を提供する空調制御監視方法であって、
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　前記空気調和機の運転計画データを格納する運転計画記憶ステップと、
　前記空気調和機の運転履歴データを格納する運転履歴記憶ステップと、
　前記運転計画記憶手段と、前記運転履歴記憶手段とを参照し、基準時刻を挟む運転履歴
と運転計画とを前記クライアント端末に表示させる表示制御情報を前記運転計画データと
前記運転履歴データとに基づき生成する画面データ作成ステップと、
　前記画面データ作成手段によって作成された表示制御情報を前記クライアント端末へ送
信する送信ステップと、を具備し、
　前記表示制御情報が、
　時刻目盛りを定義する時刻目盛りＨＴＭＬテーブルデータと、
　前記時間目盛り毎の複数の要素それぞれに対して運転計画データ及び運転履歴データの
運転種別または設定温度に応じた色を設定するスケジュール用ＨＴＭＬテーブルデータと
、を備え、
　前記表示制御情報に基づいて、前記時間目盛毎に運転計画データ及び運転履歴データの
運転種別または設定温度に応じた色を前記クライアント端末に表示させることを特徴とす
る空調制御監視方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和機の運転制御を行うとともに、運転状態を監視する空調制御監視装
置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ビル内に設置された複数の機器（例えば、空調機、照明、防災装置等）を集中管
理するビル管理システムでは、管理対象となる設備装置の運転計画等を設備管理者等が閲
覧する中央監視装置の画面に表示させることにより、現在の運転状況やこれからの運転ス
ケジュールについて通知している。
　例えば、特開２００２－３２４２８５号公報には、防災機器に関するセンサの感度切り
替えスケジュールを画面に表示し、このスケジュールに応じて各センサの感度を切り替え
る技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００２－３２４２８５号公報（図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記特許文献１に記載されている方法では、防災受信機１０が中継器２ａを介して火災
感知器３ａ、ガス漏れ検知器３ｂなどの各種センサの情報を受信し、これらセンサ情報を
防災受信機１０が備えている表示部３０に表示させている。また、上記センサの感度切り
替えに関するスケジュールも防災受信機１０が保持し、表示部３０に表示させる構成をと
っている。したがって、管理者は、防災受信機１０以外からは、スケジュール等の確認や
種々の入力操作ができないこととなり、利便性が悪いという問題があった。
【０００４】
　一方、ビル内に設置された複数の空調機を集中管理するビル管理システムにおいては、
空調機を直接的に制御監視する空調制御監視装置と設備管理者等が使用するクライアント
端末とを通信ネットワークを介して接続し、クライアント端末から空調制御監視装置へ種
々の入力操作等を行えるようになっている。このように、ネットワークを介して装置間を
接続することにより、利便性を向上させることができ、上述の問題を解消することが可能
となる。
　しかしながら、このビル管理システムにおいて、クライアント端末に上述したようなス
ケジュール画面を表示させようとすると、スケジュール画面を表示させるためのソフトウ
ェアをクライアント端末に個別にインストールする必要があり、煩雑な作業を伴うという
問題があった。



(4) JP 4335731 B2 2009.9.30

10

20

30

40

50

　また、空調制御監視装置からソフトウェアをダウンロードしてクライアント端末のモニ
タに表示させる手法も考えられるが、この場合、画面表示用ソフトウェアは、Java（登録
商標)等の互換性を確保できる言語にて作成する必要がある。しかしながら、高いセキュ
リティを確保するように設定されているクライアント端末等では、このようなソフトウェ
アは受信が拒否される可能性が高く、この結果、画面表示を行うためにセキュリティレベ
ルを下げる必要があるなどの不都合が生じていた。
【０００５】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたもので、インストール等の煩雑な作業を
伴うことなく、また、セキュリティレベルに影響を与えることなく、非常に簡単にスケジ
ュール画面をクライアント端末に表示させることが可能な空調制御監視装置および空調監
視システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は以下の手段を採用する。
　本発明は、ビルに設置された空気調和機の運転制御をおこなうとともに、前記空気調和
機の運転状態を監視し、ネットワークを介して接続されているクライアント端末に対し前
記空気調和機の運転状態情報を提供する空調制御監視装置であって、前記空気調和機の運
転計画データを格納する運転計画記憶手段と、前記運転計画記憶手段に格納されている前
記運転計画データに基づいて、ＨＴＭＬ言語により作成されたスケジュール画面データを
作成する画面データ作成手段と、前記画面データ作成手段によって作成された前記スケジ
ュール画面データをＷＥＢブラウザが搭載された前記クライアント端末へ送信する送信手
段と、を具備し、前記スケジュール画面データは、時刻目盛りを定義する時刻目盛りＨＴ
ＭＬテーブルデータと、前記時間目盛り毎の複数の要素それぞれに対して運転計画データ
の運転種別または設定温度に応じた色を設定するスケジュール用ＨＴＭＬテーブルデータ
と、を備えることを特徴とする空調制御監視装置を提供する。
【０００７】
　本発明によれば、スケジュール画面データは、画面データ作成手段により空気調和機の
運転計画データに基づいて作成され、ネットワークを介してＷＥＢブラウザが搭載されて
いるクライアント端末へ送信される。
　この場合において、スケジュール画面データは、ＨＴＭＬ言語により作成されているの
で、ＷＥＢブラウザが搭載されているクライアント端末であれば、スケジュール画面デー
タを解析し、表示させることが可能となる他、セキュリティレベルが高く設定されている
クライアント端末でも不都合なく表示させることが可能となる。さらに、クライアント端
末の表示画面には、単位時間毎に、空気調和機の運転種別や設定温度が色で区別されて表
示されるので、ユーザに対して、非常にわかりやすい表示態様で運転種別や設定温度を通
知することが可能となる。ここで、上記単位時間は、設計事項により任意に定めることが
可能である。
【０００８】
　また、本発明は、ビルに設置された空気調和機の運転制御をおこなうとともに、前記空
気調和機の運転状態を監視し、ネットワークを介して接続されているクライアント端末に
対し前記空気調和機の運転状態情報を提供する空調制御監視装置であって、前記空気調和
機の運転計画データを格納する運転計画記憶手段と、前記空気調和機の運転履歴データを
格納する運転履歴記憶手段と、前記運転計画記憶手段と、前記運転履歴記憶手段とを参照
し、基準時刻を挟む運転履歴と運転計画とを前記クライアント端末に表示させる表示制御
情報を前記運転計画データと前記運転履歴データとに基づき生成する画面データ作成手段
と、前記画面データ作成手段によって作成された表示制御情報を前記クライアント端末へ
送信する送信手段と、を具備し、前記表示制御情報は、時刻目盛りを定義する時刻目盛り
ＨＴＭＬテーブルデータと、前記時間目盛り毎の複数の要素それぞれに対して運転計画デ
ータ及び運転履歴データの運転種別または設定温度に応じた色を設定するスケジュール用
ＨＴＭＬテーブルデータと、を備えることを特徴とする空調制御監視装置を提供する。
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【０００９】
　本発明によれば、運転履歴と運転スケジュールとを表示させる表示制御情報をクライア
ント端末に送信することができ、より詳細かつ高度な空調制御監視が可能となる。さらに
、クライアント端末の表示画面には、単位時間毎に、空気調和機の運転種別や設定温度が
色で区別されて表示されるので、ユーザに対して、非常にわかりやすい表示態様で運転種
別や設定温度を通知することが可能となる。ここで、上記単位時間は、設計事項により任
意に定めることが可能である。
【００１０】
　また、上記記載の空調制御監視装置において、前記時刻目盛りＨＴＭＬテーブルデータ
には１時間毎の時間目盛りが定義され、前記スケジュール用ＨＴＭＬテーブルデータはそ
れぞれ１時間の運転計画に対応する２４個のテーブルセルを備え、該テーブルセルは６つ
の要素から構成され、該テーブルセルは１０分刻みで運転種別または設定温度に応じた色
を表示することが好ましい。
【００１１】
　本発明によれば、クライアント端末の表示画面には、１０分毎に、空気調和機の運転種
別や設定温度が色で区別されて表示されるので、ユーザに対して、非常にわかりやすい表
示態様で運転種別や設定温度を通知することが可能となる。
【００１２】
　また、上記記載の空調制御監視装置において、空調制御監視装置前記運転計画記憶手段
に格納されている前記運転計画データに基づいて、前記空気調和機の運転制御を行うこと
が好ましい。
【００１３】
　本発明によれば、運転計画記憶手段に格納されている運転計画データに基づいて、上記
スケジュール画面データの作成、ならびに、空気調和機の運転制御が実施されるので、ス
ケジュール画面データの運転履歴および運転計画と、実際の運転制御とを常に整合させる
ことが可能となる。
【００１４】
　また、上記記載の空調制御監視装置において、前記運転計画記憶手段に格納されている
前記運転計画データは、前記クライアント端末から受信した運転計画情報に基づいて作成
されることが好ましい。
【００１５】
　本発明によれば、運転計画データは、クライアント端末から受信した運転計画情報に基
づいて作成されるので、ユーザの意思が反映されたスケジュール画面データを作成するこ
とが可能となる。
【００１６】
　また、本発明は、請求項１から請求項５のいずれかの１項に記載された空調制御監視装
置と、ＷＥＢブラウザを備えたクライアント端末とを備えることを特徴とするビル管理シ
ステムを提供する。
【００１７】
　また、本発明は、ビルに設置された空気調和機の運転制御をおこなうとともに、前記空
気調和機の運転状態を監視し、ネットワークを介して接続されているクライアント端末に
対し前記空気調和機の運転状態情報を提供する空調制御監視方法であって、前記空気調和
機の運転計画データを格納する運転計画記憶ステップと、前記運転計画記憶手段に格納さ
れている前記運転計画データに基づいて、ＨＴＭＬ言語により作成されたスケジュール画
面データを作成する画面データ作成ステップと、前記画面データ作成手段によって作成さ
れた前記スケジュール画面データをＷＥＢブラウザが搭載された前記クライアント端末へ
送信する送信ステップと、を具備し、前記スケジュール画面データが、時刻目盛りを定義
する時刻目盛りＨＴＭＬテーブルデータと、前記時間目盛り毎の複数の要素それぞれに対
して運転計画データの運転種別または設定温度に応じた色を設定するスケジュール用ＨＴ
ＭＬテーブルデータと、を備え、前記スケジュール画面データに基づいて、前記時間目盛
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毎に運転計画データの運転種別または設定温度に応じた色を前記クライアント端末に表示
させることを特徴とする空調制御監視方法を提供する。
【００１８】
　本発明によれば、画面データ作成ステップで、空気調和機の運転計画データに基づいて
スケジュール画面データが作成され、ネットワークを介してＷＥＢブラウザが搭載されて
いるクライアント端末へ送信される。この場合において、スケジュール画面データは、Ｈ
ＴＭＬ言語により作成されているので、ＷＥＢブラウザが搭載されているクライアント端
末であれば、スケジュール画面データを解析し、表示させることが可能となる他、セキュ
リティレベルが高く設定されているクライアント端末でも不都合なく表示させることが可
能となる。さらに、クライアント端末の表示画面には、単位時間毎に、空気調和機の運転
種別や設定温度が色で区別されて表示されるので、ユーザに対して、非常にわかりやすい
表示態様で運転種別や設定温度を通知することが可能となる。ここで、上記単位時間は、
設計事項により任意に定めることが可能である。
【００１９】
　さらに、本発明は、ビルに設置された空気調和機の運転制御をおこなうとともに、前記
空気調和機の運転状態を監視し、ネットワークを介して接続されているクライアント端末
に対し前記空気調和機の運転状態情報を提供する空調制御監視方法であって、前記空気調
和機の運転計画データを格納する運転計画記憶ステップと、前記空気調和機の運転履歴デ
ータを格納する運転履歴記憶ステップと、前記運転計画記憶手段と、前記運転履歴記憶手
段とを参照し、基準時刻を挟む運転履歴と運転計画とを前記クライアント端末に表示させ
る表示制御情報を前記運転計画データと前記運転履歴データとに基づき生成する画面デー
タ作成ステップと、前記画面データ作成手段によって作成された表示制御情報を前記クラ
イアント端末へ送信する送信ステップと、を具備し、前記表示制御情報が、時刻目盛りを
定義する時刻目盛りＨＴＭＬテーブルデータと、前記時間目盛り毎の複数の要素それぞれ
に対して運転計画データ及び運転履歴データの運転種別または設定温度に応じた色を設定
するスケジュール用ＨＴＭＬテーブルデータと、を備え、前記表示制御情報に基づいて、
前記時間目盛毎に運転計画データ及び運転履歴データの運転種別または設定温度に応じた
色を前記クライアント端末に表示させることを特徴とする空調制御監視方法を提供する。
【００２０】
　本発明によれば、運転履歴と運転スケジュールとを表示させる表示制御情報をクライア
ント端末に送信することができ、より詳細かつ高度な空調制御監視が可能となる。さらに
、クライアント端末の表示画面には、単位時間毎に、空気調和機の運転種別や設定温度が
色で区別されて表示されるので、ユーザに対して、非常にわかりやすい表示態様で運転種
別や設定温度を通知することが可能となる。ここで、上記単位時間は、設計事項により任
意に定めることが可能である。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の空調制御監視装置およびビル管理システムによれば、スケジュール画面データ
をＷＥＢ作成言語により作成し、クライアント端末へ提供するので、所定のソフトウェア
をインストール等の煩雑な作業を伴うことなく、また、セキュリティレベルに影響を与え
ることなく、非常に簡単にスケジュール画面をクライアント端末に表示させることができ
るという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下に、本発明にかかる空調制御監視装置を適用したビル管理システムの一実施形態に
ついて、図面を参照して説明する。
　図１は、本発明の一実施形態に係るビル管理システムの全体構成を示す図である。
　図１に示すように、本実施形態に係るビル管理システムは、ＷＥＢブラウザが搭載され
たクライアント端末１、クライアント端末１からの指示に応じて、空気調和機（以下「空
調機」という。）３の運転制御を行うとともに、空調機３の運転状態を監視し、クライア
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ント端末１に対して空調機３の運転状態を提供する空調制御監視装置２とを主な構成とし
て備えている。
【００２３】
　上記クライアント端末１は、空調制御監視装置２に対して空調機３の各種運転制御指令
を出すとともに、空調制御監視装置２から受信した運転状態に関する情報を解析して、表
示画面に表示させる。このため、クライアント端末１は、図示しないＣＰＵ（中央演算装
置）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random
Access Memory）、入力装置、モニタ等を備える。
　上記クライアント端末１と空調制御監視装置２とは、ビル管理通信ネットワーク４を介
して接続されている。このビル管理通信ネットワーク４は、ビル管理用に標準規格化され
た通信プロトコル（例えば、ＴＣＰ／ＩＰ）を使用したネットワークであり、例えば、Ｌ
ＡＮ（Local Area Network）等である。また、上記空調制御監視装置２と空調機３とは、
空調制御ネットワーク５を介して接続されている。この空調制御ネットワーク５は、空調
機の制御監視用に標準規格化された通信プロトコルを使用したネットワークである。
【００２４】
　次に、本実施形態に係る空調制御監視装置２について、図２を参照し詳述する。
　図２は、空調制御監視装置２の構成を示すブロック図である。図２に示されているよう
に、空調制御監視装置２は、空調機３（図１参照）の運転制御を行う運転制御部（運転制
御手段）２０、空調機３の運転状態を監視する監視部３０、スケジュール画面作成部４０
、およびクライアント端末１との間の通信を実現させるための通信部（通信手段）５０を
主な構成として備えている。
　上記運転制御部２０は、スケジュール画面作成部４０が備える運転計画記憶部４１に格
納されている運転計画データに基づいて、空調機３（図１参照）を運転制御する。
　監視部３０は、所定の時間間隔で空調機３から現在の運転状態データを取得し、この運
転状態情報をクライアント端末１へ送信する。ここで、運転状態データには、例えば、冷
房運転、暖房運転、運転停止等の運転種別の情報の他、設定温度情報、室温情報等が含ま
れている。なお、この監視部３０により行われる処理は、公知の技術であるので、詳細は
省略する。
【００２５】
　上記スケジュール画面作成部４０は、クライアント端末１等が備える表示手段としての
ディスプレイに所定のレイアウト構造を有する情報画面を表示させるための表示制御情報
を生成する機能を有しており、具体的には、クライアント端末１から受信した運転計画デ
ータを格納する運転計画記憶部（運転計画記憶手段）４１、運転計画記憶部４１の運転計
画データに基づいて、スケジュール画面データ４３を作成する画面データ作成部（画面デ
ータ作成手段）４２、および表示制御情報としてのスケジュール画面データ４３を格納す
るメモリ４４、監視部３０により取得された運転状態データを格納する運転履歴記憶部（
運転履歴記憶手段）４５を主な構成として備えている。
　上記運転計画データには、各空調機のＩＤに対応付けて、時間単位（本実施形態では、
１０分）毎の運転種別、設定温度等が記述されている。ここで、運転種別には、冷房運転
、暖房運転、ドライ運転、運転停止等が挙げられる。
　また、上記運転情報データには、例えば、各空調機のＩＤに対応付けて、単位時間毎の
運転種別、設定温度、室温等が記述されている。
　上記スケジュール画面データ４３は、ＷＥＢページ作成言語であるＨＴＭＬ、ＸＭＬ等
のマークアップ言語により生成されるものであるが、本実施形態ではＨＴＭＬを使用して
作成されており、主に時刻目盛りを定義する時刻目盛用ＨＴＭＬテーブルデータと、各時
間に運転計画データや運転履歴データの運転種別に応じた色を設定するスケジュール用Ｈ
ＴＭＬテーブルデータとを備えている。ここで、ＨＴＭＬで記述されたスケジュール画面
データ４３の一例を図３に示す。図３に示されるように、時刻目盛用ＨＴＭＬテーブルデ
ータ４２１には、１時間ごとの時間目盛が定義されている。また、スケジュール用ＨＴＭ
Ｌテーブルデータは、２４個のテーブルセルＣ（Ｃ１、Ｃ２～Ｃ２４）を備えており、各
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テーブルセルは、１時間の運転スケジュールに対応している。これにより、スケジュール
用ＨＴＭＬテーブルデータ全体で２４時間、即ち１日分の運転スケジュールを構成する。
【００２６】
　各テーブルセルＣ１～Ｃ２４は、６個の要素ｈ１～ｈ６から構成されており、１０分き
ざみで運転種別に応じた色を表示することができるようになっている。
　また、図示されていないが、スケジュール画面データ４３には、空調機の運転種別と色
が対応付けられている色定義テーブルデータが記述されている。この色定義テーブルには
、例えば、冷房運転は“青”、暖房運転は“赤”、ドライ運転は“黄”、運転停止は“白
”等の設定がされている。例えば、図３において、セルＣ１の要素ｈ１に示されている“
＃ＦＦ４５００”は、“赤”を示すデータであり、このことからＣ１の要素ｈ１に対応す
る単位時間（１０分）は、暖房運転が予定されていることを表示することができる。
　図２に戻り、画面データ作成部４２は、運転計画記憶部４１に格納されている運転計画
データに基づいて、上述のスケジュール用ＨＴＭＬテーブルデータの各セルテーブルＣ１
～Ｃ２４の各要素ｈ１～ｈ６に、それぞれ色データを設定することにより、スケジュール
画面データ４３を作成する。
【００２７】
　ここで、画面データ作成部４２は、スクリプト言語で記述されたソフトウェアであり、
このスクリプトが所定の時間間隔で、或いは、所定のイベントが発生した場合に、空調制
御監視装置２が備えるハードウェアにより自動的に実行されることにより、後述のスケジ
ュール画面データ４３の作成処理等が行われる。
　画面データ作成部４２により作成されたスケジュール画面データ４３は、メモリ４４の
所定のメモリ領域に格納される。ここで、本実施形態においては、１つのスケジュール画
面データ４３は、１日の運転スケジュールに対応している。したがって、各スケジュール
画面データ４３に、日付をＩＤとしたファイル名等をつけることにより、いつのスケジュ
ール画面データ４３であるかを簡単に識別することができる。
【００２８】
　次に、上記構成からなる空調制御監視装置２の動作について、説明する。
〔スケジュール画面データの作成処理〕
　まず、スケジュール画面データ４３の作成処理について説明する。
　クライアント端末１は、ビル管理者が操作するマウスなどの入力装置から運転計画デー
タ（例えば、翌日の運転計画データ）を受け付けると、受け付けた運転計画データをビル
管理通信ネットワーク４を経由させて空調制御監視装置２へ送信する。
　空調制御監視装置２は、運転計画データを受信すると、スケジュール画面作成部４０内
の運転計画記憶部４１に、この運転計画データを格納する。これにより、運転計画記憶部
４１には、クライアント端末１から受信した運転計画データが蓄積されることとなる。
　一方、画面データ作成部４２は、所定期間毎（例えば、１秒ごと）に運転計画記憶部４
１にアクセスし、運転計画データに変更が生じていた場合には、その変更データに基づい
て、スケジュール画面データ４３を作成・変更する。
【００２９】
　例えば、運転計画記憶部４１に、翌日の運転計画データが新たに書き込まれていた場合
には、この運転計画データに基づいて、翌日の運転スケジュールに対応するスケジュール
画面データ４３を作成する。具体的には、図３に示された各テーブルセルＣ１～Ｃ２４の
各要素ｈ１～ｈ６に、運転計画データに設定されている各運転種別に対応する色を設定す
る。例えば、暖房運転が予定されている単位時間帯には、「赤」に対応する色データ“♯
ＦＦ４５００”を設定し、運転停止が予定されている単位時間帯には「白」に対応する色
データを設定する。このような処理を２４個のセルＣ１～Ｃ２４の全ての要素ｈ１～ｈ６
に行うことにより、翌日の運転計画データに対応するスケジュール画面データ４３が作成
される。そして、このようにして作成されたスケジュール画面データ４３は、翌日の日付
けにより識別されるファイル名がつけられ、スケジュール画面作成部４０内のメモリ４４
に格納される。
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【００３０】
〔スケジュール画面データの送信処理〕
　次に、スケジュール画面データ４３の送信処理について説明する。
　クライアント端末１は、ビル管理者が操作するマウスなどの入力装置からスケジュール
表示要求を受け付けると、受け付けたスケジュール送信要求をビル管理通信ネットワーク
４を経由させて空調制御監視装置２へ送信する。
　空調制御監視装置２は、このスケジュール表示要求を受信すると、そのスケジュール表
示要求に付帯する日付情報をインデックスとして用い、その日付情報により識別されるス
ケジュール画面データ４３をメモリ４４から読み出し、読み出したスケジュール画面デー
タ４３をクライアント端末１に対して送信する。
　これにより、スケジュール画面データ４３は、ビル管理通信ネットワーク４を経由して
、クライアント端末１に送信される。クライアント端末１にて受信されたスケジュール画
面データ４３は、クライアント端末１が搭載するＷＥＢブラウザ（図示略）により、解析
、実行され、スケジュール画面がモニタに表示される。
　具体的には、図４に示されるように、クライアント端末１は、接続されたモニタの所定
のウィンドウ領域に、横軸を時間軸として０時から２３時までの時刻目盛が表示され、ま
た、時刻目盛の下段には、１時間を１０分ごとに分割する目盛が表示される画面構造の情
報画像を形成する。即ち、この１目盛りが図３における各要素ｈ１～ｈ６に対応する。
　そして、この目盛りの下部分に、各空調機の運転種別が色によって区別されて表示され
る。本実施形態では、上述したように、冷房運転を青、暖房運転を赤、運転停止を白とし
て定義したため、運転計画に対応するこれらの色がそれぞれ表示される。
【００３１】
　また、モニタに表示されたスケジュール画面が本日のスケジュールに対応するものであ
った場合には、例えば、図４に示すように、クライアント端末１は、クライアント端末１
もしくは空調制御監視装置２から「現在時刻」として表示する指標となる時間情報である
履歴／スケジュール切り替え基準時刻情報（以下「基準時刻情報」という。）を取得し、
この基準時刻情報に基づき、表示画面に「現在時刻」がわかるように表示を行うようにす
ることも可能である。
【００３２】
　さらに、取得した基準時刻情報に基づいて、基準時刻以前は、「運転履歴」を表示させ
ることにより、今まで行ってきた運転がどのようなものだったのかについても、情報を提
示することが可能となる。
　以下、上述した基準時刻の前後で「運転履歴」から「スケジュール」に切替えて表示さ
せる情報画像の生成にかかる詳細なシーケンスについて説明する。
　まず、画面データ作成部４２は、現時点についての時刻情報を基準時刻情報として内蔵
するタイマ等（図示略）から取得する。続いて、この基準時刻情報が、図３に示したＣ１
～Ｃ２４からなるセルのうち、どのセルＣｉのどの要素ｈｊに該当するかをリアルタイム
で判断する。続いて、０時から基準時刻までのテーブルセル、即ち、（Ｃ１のｈ１～ｈ６
）、・・・、（Ｃｉのｈ１～ｈｊ）には、運転履歴記憶部４５から運転履歴データにより
テーブルセルデータを作成し、また、基準時刻から２３時までのテーブルセル、即ち、（
Ｃｉのｈｊ＋１～ｈ６）、・・・（Ｃ２４のｈ１～ｈ６）までは、運転計画記憶部４１に
ある運転計画データによりスケジュールセルデータを作成することにより、基準時刻以前
における運転履歴と、基準時刻以降の運転スケジュールを表示させるスケジュール画面デ
ータ４３を生成する。そして、例えば、画面データ作成部４２が、所定期間間隔（例えば
、１秒周期）で、上記動作を行うことにより、本日のスケジュール画面データ４３が所定
期間間隔で更新され、また、更新された本日のスケジュール画面データ４３がクライアン
ト端末１へ送信されることとなる。これにより、最新の運転履歴および運転計画を反映さ
せたスケジュール画面をクライアント端末１のモニタに表示させることが可能となる。
【００３３】
　以上述べたように、本実施形態に係る空調制御監視装置２によれば、画面データ作成部



(10) JP 4335731 B2 2009.9.30

10

20

30

40

50

４２が、ＨＴＭＬによりスケジュール画面データ４３を作成するので、ＷＥＢブラウザが
搭載されたクライアント端末１であれば、スケジュール画面データ４３を解析し、表示さ
せることが可能となる。
　これにより、所定のソフトウェアをインストール等の煩雑な作業を伴うことなく、また
、セキュリティレベルに影響を与えることなく、非常に簡単にスケジュール表示画面をク
ライアント端末に表示させることができるという効果を奏する。
　また、スケジュール画面データ４３は、運転履歴表示領域と運転計画表示領域の双方を
備えているので、クライアント端末１のモニタには、運転履歴と運転計画との双方が表示
されることとなる。これにより、より多くの情報をわかりやすく表示させることができる
。
　また、画面データ作成部４２は、１０分刻みで、空調機３の運転種別が色で区別されて
表示されるようにスケジュール画面データ４３を作成するので、ユーザに対して、非常に
わかりやすい表示態様で運転種別を通知することが可能となる。
　また、運転制御部２０が運転計画データに基づいて、空調機３の運転制御を行うので、
スケジュール画面データ４３の運転履歴と、実際の運転制御とを常に整合させることが可
能となる。
【００３４】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの
実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれ
る。
【００３５】
　例えば、上述の実施形態においては、クライアント端末１からスケジュール画面の送信
要求に対して、要求があった日付のスケジュール画面データ４３のみを送信していたが、
これに限られず、送信要求がなされた日付を基準として過去数日間、将来の数日間のスケ
ジュール画面データを送信するようにしても良い。
　また、上述の実施形態では、冷房運転、暖房運転、運転停止等の運転種別に対応して色
を定義したが、これに限られず、空調機に関する様々な情報が反映されたスケジュール画
面データを作成することも可能である。
　例えば、図５に示されるように、設定温度や室内温度の情報等についても、表示するよ
うな構成とすることも可能である。このように、詳細な情報を表示することにより、より
詳しい運転状態をユーザが把握することができる。
　この場合、スケジュール用ＨＴＭＬテーブルデータの各セルＣ１～Ｃ２４の各要素ｈ１
～ｈ６において、基準時刻以前については室温履歴に対応する色を、基準時刻以降につい
ては、設定温度に対応する色をそれぞれ設定すれば良い。このとき、設定温度は、運転計
画記憶部４１に格納されている運転計画データにより取得でき、また、室温履歴について
は、運転履歴記憶部４５に格納されている運転状態データにより取得することが可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の一実施形態に係るビル管理システムの全体構成を示す図である。
【図２】図１に示した空調制御監視装置の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明のスケジュール画面データの構成を示す図である。
【図４】クライアント端末のモニタに表示されるスケジュール画面の一例を示す図である
。
【図５】クライアント端末のモニタに表示されるスケジュール画面の他の例を示す図であ
る。
【符号の説明】
【００３７】
１　クライアント端末
２　空調制御監視装置
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３　空気調和機
２０　運転制御部
３０　監視部
４０　スケジュール画面作成部
４１　運転計画記憶部
４２　画面データ作成部
４３　スケジュール画面データ
４４　メモリ
４５　運転履歴記憶部
５０　通信部

【図１】 【図２】
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【図５】
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